
統計の品質論一Q2006とＱ2006サテライト会議

への案内と論評一付：国際統計活動の支配原則
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伊藤陽一’、Ｐ

はじめに

統計の品質に関するヨーロッパの動きは急速である。１９９０年代後半にEurostatが本格

的な取組を始めた。この動きは，２０００年代に入ってからの一連のヨーロッパ統計の品質会

議，２００１年のストックホルム会議（Ｑ2001)，２００４年のドイツのウイスパーデン会議

(Q2004)，２００６年の英国のカーデイフ会議（Ｑ2006）によって，より広い検討が進められ

るともに，各国での実践の進展が報告・交換されている。これら会議は，ヨーロッパの統

計の品質会議と言われながら，参加者はヨーロッパ外からも多数あり，また統計の品質論

は，統計学の中枢の問題であり，しかも会議が取り上げるテーマが，統計データの品質を

中心にしながらも，品質に関わる個別のテーマ，調査論その他，関連する多くの問題に広

がりを見せることによって，国際的な統計界における重要な国際会議の位置を占めるにい

たっている。会議は，統計の品質を中心に２日間にわたる集中的な報告と討議にあてられ

る点で，内容の濃い国際統計会議と言ってよかろう。

さらに注目すべきは，Q2004のサテライト会議として，国際機関による統計の品質がと

りあげられ，Q2006の際にも，サテライトとして，「国際機関の統計の品質」という名称

の会議が開催されて，統計の品質論は，各国，そしてヨーロッパ統計から国際機関の統計

にまで範囲を広げて，言い換えると，統計の品質に関わるすべてと言ってよい論議が行わ

れるにいたっていることである。

筆者は，この動向を１９９０年代から観察し，主な報告を翻訳紹介し，また論評してきた2．

最近には，水野谷武志がこの作業を分担するようになり，本資料においても一部の翻訳は

水野野によっている3.これまでの紹介・論評は，Q2004までであった。そこで，本稿で

は，ともかくもＱ2006会議と２００６年国際機関における統計の品質会議について，その内

容の一部を日本に紹介しておくことを急務と考えて，二つの会議から訳者の関心をひいた

報告を翻訳し，これら訳出報告をも考慮に入れて，統計品質論の現在の特徴を論じ検討を

加えることにした。

１法政大学日本統計研究所/経済学部教員

２統計学の研究を開始した若い頃，蜷川虎三氏の「統計利用者の立場からの政府統計の理解・吟味・批
判」と「統計の信頼性と正確性」に学んで以来，その核心に今日でいう統計の品質論の諸論点がある
と考えて関心を抱き，アメリカ合衆国での関連論議を紹介・論評してきた。したがってｌ国際統計界
が統計の品質論を開始したときに，１９９０年代半ばからこれに注目してきた。伊藤陽一
（1999),(2000)(2002)，（2001),(2003),(2005)。

３水野谷武志（2006a），(2006b）
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１前提一ヨーロッパ統計実践規約の定着とＣＣＳＡの下での国際統計の

品質論議の推進

２００６年会議をふりかえりつつ,検討する前提として２つの動向を前提としておさえてお

きたい。

1.lヨーロッパ統計実践規約の定着

第一は，ＥＵ加盟国の統計に関するヨーロッパ統計実践規約をめぐる動向である。これ

は，別稿（伊藤2007）でとりあげたので，ここでは，そこからの引用の形でここでは簡

単にふれるにとどめる4。

「･・・・このヨーロッパ統計実践規約（EuropeanStatisticsCodeofPractice）は，２００５

年２月にヨーロッパ評議会}で採択された。．…

(1)概略

①前文の後に，１５条の原則からなっている。政府統計の基本原則が１０個だったのに対

して，より詳細化した。この１５条が，制度的環境，統計過程，統計生産物という三大

項目に区分されている。対応は以下のとおりである。

制度的環境原則１：専門的独立性，原則２：データ収集の義務，原則３：十分な資源，

原則４：品質公約，原則５：統計的秘匿性，原則６：公平性と客観'性，

統計的過程原則７：堅実な方法論，原則８：適切な統計手続き，原則９：過重でない

回答者負担〆原則１０：費用効率`性

統計生産物原則１１：適合'性，原則１２：正確`性と信頼性，原則１３：適時性と時間厳守

性，原則１４：適時性と時間厳守`性，原則１５：整合性と比較可能性

②１５原則の各々についてⅨより具体化した指標が与えられている。これは，優良な実践

の指標(IndicatorsofGoodPractice)を使って，定期的に，実施状態を検討することをめ

ざした。

③目的

「この実践規約は二重の目的をもつ。すなわち，

－国家統計局とEurostatの両方の独立性，高潔'性，説明責任，及びそれらが作成・配布

する統計の信用(credibility)と品質，への信頼と確信を改善すること(外部的重点)。

－ヨーロッパ統計のすべての生産者による最善の国際統計原則，方法および実践の適用

を促進して，統計の品質を向上させること（内部的重点)」

④実施の狙い

「この規約は以下の実施のために提出されている：

管理機関（すなわち，政府，省庁，委員会，協議会）に対して。その統計活動が，独

４伊藤2007,pp21-22
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立』性，高潔性，説明責任を保証する形で，信頼できるヨーロッパ統計を生産するた

めに，専門的に組織し，資源を付与することを確保するためのガイドラインを提供

するため；

－統計機関とその職員に対して。高い品質の，調整されたヨーロッパ統計を生産し，配

布する際の助けとなる統計諸原則>価値及び最善の実践についてのベンチマークを提

供するため。

この規約は以下に対する情報のために提出されている

－利用者に対して。ヨーロッパ統計と各国統計機関は偏りを持たず，生産･配布される

統計は信頼に値し(trustworthy)，客観的で信頼できる(reliable)ことを示すため；

－データ提供者に対して，彼らが提供する情報の秘匿`性は守られ，彼らに対して過大な

要求を課しはしないことを示すため｡」

(2)具体的実践

実践規約とこれを具体化した方針は，ＥＵ加盟諸国が，規約と方針にそって統計活動を

しながら，2.5.6.7,13原則を中心に自己評価を行い，さらに同業者評価を受けながら，統

計の品質を向上させているのである。この自己評価や同業者評価についても詳細な調査票

やガイドラインが定められている。各国の自己評価の全体をふまえた概括報告書が発表さ

れている。

そして，同業者評価は，２００６年３月のチェコ統計局，４月のオランダ統計局に対する試

験的評価の後，２００６年１０月に本評価がイタリアをはじめとして取り組まれ，以後，０７

年５月後半現在で〆オーストリア，エストアニア，キプロス，アイルランド，フランス，

スウェーデンについて行われ結果がウエプサイトに公表されている５．

(3)実践規約実施の意譲と位置づけ

ＥＵでは１９９０年代にEurostatが統計の品質論を取り上げた後に，特に1999年のスウ

ェーデン統計局の提唱によってレグ（リーダーシップ・グループ：LEG-Leadership

Group)が形成され，ヨーロッパ統計システムについて各国の総合的品質管理と最善の実践

の普及をめざしつつ，２００１年５月のQ2001において２２の勧告を示じた。その後２００１年

９月にヨーロッパ統計品質宣言，またＬＥＧからの最終的な報告と勧告を採択した。２００４

年５月の品質会議（Ｑ2004）ではＬＥＧ勧告の実践が言っての前進をみているとともに，

なお残されている課題が示された。そしてＬＥＧの勧告を包括する形で２００５年２月に実践

規約が定められ，以後2006-07にわたってこの規約の実施がはかられてきているのである。

以上の経過と実践規約の実施内容からみて，ＥＵ加盟国の統計品質の向上の動きは，品

質枠組み，品質構成要素をふまえて，自己評価から同業者評価を行って強めていくレベル

に達しつつあるといえよう。言い換えると昨総合的品質管理の枠組みが，統計分野に織り

５以上のうち，フランスまでは，同業者評価の要約部分を伊藤２００７に訳出してある。

EurostatのQualityウエプサイトは関係文書の提示をふくめて豊富である。
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込まれて，これを実施する段階に達しつつあるといえる。このようにＥＵ加盟の２２カ国

が高い水準の統計品質管理を進め，非ＥＵ加盟国での品質管理の向上でも進んでいる。ま
づ.‘

た次節で見るように，国際統計機関の統計の品質向上の動きが各国統計への働きかけが重

なる。先進国はもとより〆途上国の一部にわたる多くの国で，統計品質向上への枠組みや

基盤は整えられ,またその上に実際の活動が加速しつつあるとみうるだろう。

課題は，これら枠組みの下に，個別の統計生産から統計の提供に至る過程で，改めて統

計品質向上のための個々的手法を開発し，実践することに向けられているといえよう。

1.2ＣCSAの下での国際統計の品質論議の推進と国際統計活動を支配する原則の承認

統計活動の調整委員会(COSA)がＡＯＣ統計活動の小委員会の活動を引き継いで２００２年

９月に創設された。各国の統計の品質活動の強化を支援しながら，実は大きく立ち遅れて

いた国際統計機関の発行する統計データの品質論議を促進する活動を急速に展開した。

COSAはQ2004のサテライト会議（｢国際機関のデータの品質に関する会議｣）を組織し，

国際統計の品質枠組みと「国際統計活動を支配する原則」を中心的に論じた。これらの活

動はＩＭＦ，ＯＥＣＤ，Eurostatや主要国の統計品質活動そしてQ2001から多くを汲み上げ

たものであった。

これらを受けて２００５年９月12-14日のＣＯＳＡ会議において「国際統計活動を支配する

原則」が支持された。その後１０月２５日に，国連統計部長ＰａｕｌＣｈｅｎは国際統計機関に

対して，この原則の承,認を求める発信をし，各機関が１２月にかけて支持を表明した。こ

の原則は,本稿の付録に訳出したが，１０の原則と原則ごとの最善の実践例を列挙している。

Q2004で提示されて検討されていた原則と比較すると６，かなり具体的に表現されてい

た原則本文および優良な実践の記述が簡潔化された。冗漫な言い回しあるいは内容的な重

複が大きく削減されたという前進はある。内容的には，原則の加除があり配列も変わって

いる。すなわち，第一に，国際統計は不偏性と専門的基準にたつべきことから出発して，

ダニに，公衆と利用者を配慮して，利用者の要請に応え，手続き等を透明かつ周知のもの

として，アクセス可能，入手可能'性を確保すること，データ提供者の負担を最小限にする

こと，個別情報の秘匿』性を確保する（同時に，研究者によるマイクロデータセットの利用

の促進もとりあげている）等をうたい，そして第三に，統計機関側のスタンスとして誤っ

た解釈や誤用への対応,国際協力での調整や計画の必要等が指摘されるという配列である。

統計が重視すべき点にそくした自然な配列といえよう。

国連統計委員会は，２００６年の会期にこの原則の承認を歓迎し，２００８年の会期に，この

原則の実施状況の評価を報告することと，原則の序文に世界の統計システムにおける国際

機関の役割を書き入れ，特に最良の実践の拡大，特に原則の６の(iii)で下位地域の機関に

６伊藤陽一(2005)所収の報告２（国連統計部）の付録に，また伊藤論文の付属資料４に，政府

統計の基本原則との対比で，２００４年５月段階の案（改訂第２版）を示した。
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おける原則の採用を示すことを求めた7°

ＣCSAは２００３年以降，それまで年１回であった会議を年２回として重ねてきている。

2006年３月の第７回会議ではEurostatからの「国際品質保証枠組みの利用と収束に関す

る作業チームの経過報告」を受けて，Ｑ2006サテライト会議に備えている8．

２２００６年「調査統計の品質に関するヨーロッパ会議」

2.1Q2006の概略

２００６年４月２４．２６日に，英国のカーデイフで開かれた。報告と討議に基づく会議の本

番は，25,26日に行われた。セッションと発表論文等は，本統計研究参考資料の１にプロ

グラムとして収録した。これらをセッションごとにまとめてみると，表１のとおりである。

表１Q2006のセッション構成と発表件数

｢）

'7１
E￣

向
７ＥＣＯＳＯＣOfflcialRecords2006iSupplementNo.４，StatisticalCommission，Reportofthe

thirty-seventhsessiｏｎ，ChapterLC､Decision37/110,ｐ､１３
BEurostat(2006a)ＣＯＳＡのウエブサイトから入手できる。

１２６－

２５日 ２６日

SessNo． セッション・テーマ 報告等数 SessNo． セッション・テーマ 報告等数

基調講演 １ １ 統計システムにおける品覧(招待セツ

ション）

４

１ 統計機関の近代化（招待セッション〉 ３ ２ メタデータ(2) ４

２ メタデータ（１） ４ ３ データリンキングとデータ・ウエアハウス ５

３ サーベイデータの改善 ６ ４ データ収集(2) ３

４ 調査票の改善とデータ分析 ６ ５ データ収集(3) ３

５ データ収集(1) ６ ６ 帰属計算 ４

６ 秘匿性(1) ５ ７ 推定一力リプレーション ７

７ 推定分散 ５ ８ 品質におけるヨーロッパのリーダ

－シップ（LEG）

４

８ 政府統計における品質管理(1) ７ ９ 政府統計における品質管理(2) ４

９ データ提供者とのつながり ４ 1０ 利用者/生産者の対話 ３

1０ サンプリング ５ 1１ 品質と行政データ ３

1１ データの収集（無回答） ４ 1２ データ収集（測定誤差） ７

1２ エディットと帰属 ６ 1３ データ収集（ウエブ/電子的） ７

1３ セッション４と統合 1４ 推定一はずれ値 ４

1４ 小地域推定 ５ 招待ランチ時間セッション ２



し怪
■
■
■
回！

「
*報告等数とは，報告，論文寄稿，論文とポスター提示，とがある。手元での手計算では，発

表件数合計１８９のうち，論文寄稿が１３，論文寄稿・ポスター提示が２４なので，１５２の口頭報

告があったことになる。全発表のうちのかなるは論文としてダウンロードできるが，パワーポ

イントのみのもの，また論文が提出されていないものもある。招待セッションを太字にした。

報告数等は表１にも示したが,189とパネル討議他であった。うち，報告は１５２で各報告

は２０分以内とされた。

会議の前日の２４日には，「統計機関における品質管理｣，「モデルを基礎にした小地域推

定｣，「ビジネスサーベイにおけるサンプリングと推定｣，「サーベイ品質への導入｣「無回

答による偏りの研究のための実践的道具」に関する訓練コースが設定された。また「社会

的行事」として２４日に歓迎会，２５日の夜に会議のディナー，２６日に報告終了後の夜にカ

ーディフの遊覧が設定された。

2２幾つかの論議

筆者の関心から品質向上のための個別手法には立ち入らず，品質論の大きな枠組み等に

関わって訳出したものを含めて幾つかのセッション・報告にふれる。

(1)LarsLyberg(LEG座長）（基調報告）は，統計の品質に関して必ずしも総合的･体系的で

はないが，長い射程で位置づけ，また現在の問題を指摘しておち，興味深い。（i)これまで

の論議のテーマを振り返って，データ品質の評価，標本抽出と推定，制度と機関の品質管

理が多かったが，（ii)やや無視されたトピックスとして，費用，トレードオフ，標準化，利

用への適合性，品質についての利用者の意識，信頼，監査と自己評価，回答者，品質管理

の核心,をあげている。（iii)品質概念を１９３０年代にさかのぼり，（iv)品質をめぐる規定要因

の図を示し（本資料ｐ２１k(v)品質管理について，生産物と組織以外に過程をとりあげ，

それぞれについて主な利害関係者，管理用具，尺度・指標のクロス表を示している。報告
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1５ 知識経済の指標（招待セッション） ５ 1５ 品質管理(Management） ４

1６ 品質報告(1) ４ 1６ 品質報告(2) ４

１７ 行政データと調査データの結合 ６ 1７ サーベイの品質 ４

1８ 国際調査 ４ １８ サンプリング（ビジネス調査） ４

1９ 無回答 ３ 1９ データ収集（混合方式） ６

2０ サンプリング(ローテーション） ５ 2０ 誤差 ５

２１ データ収集のツール ５ ２１ 秘匿性(表化法） ４

招待セッション（IASS）

データ品質の管理における調査統

計家の役割(パネル討議）

閉会セッション ３
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全体で過程への注目が－つの強調点とみることができる。ｖｉ）品質測定と品質報告の必要

性を指摘し，（vii)報告書の例を国際的視角から広く掲げている。（viii)問題として利用者と

の協議の欠如等をあげている。（ix)Ｄｅｍｉｎｇの品質管理論をふりかえり，（x)国家統計組織

間のランキング競争に関しては，競争には正当性が無く，統計機関は同じ課題を持つのだ

から協力すべきことを唱え，ネットワークの発展や知識の共有の必要を指摘する。（xi)こ

れと関連して各国の文化にも留意している。また(xii)世界的調整の驚くほどの欠如を指摘

している。（xiii)その他のトピックスとしては，とりあげているトピックスは，スタッフの

能力〆比較研究，変異性の理解，利用者等である。

(2)統計機関の近代化(第一日：セッション１）英国スウェーデンにおける組織改革と「顧

客本位の統計」の３報告があった。①英国に関しては（本資料報告３），中央統計局と人

口･センサス･調査事務所の合同によって１９９６年に創設されたＯＮＳ(国家統計局)における

近代化プログラムの経過，アプローチ，成果等を紹介し，②スウェーデンに関しては(本資

料報告４)，集中型の体制を組みながら，内部的には部署ごとに高度に自主性を重んじてき

たスウェーデン統計局において，部署･部局を超えた資源の調整等での困難に遭遇して

２００３年と２００５年の決定にそって進行中の改革をとりあげている。新組織は，２００５年の

終わりに，データ収集のための２つの部局と４つの主題部局と研究開発部局と職員・財政

等のための部局に再編成されたという。標準化が当初予定どおりは進まず，２００６年秋によ

り大きな開発計画が試行錯誤的に進行中であることが追記からうかがえる。③スロヴァキ

ア統計局からの報告｢顧客本位の統計｣は，統計生産における価値の創造を基本コンセプト

として社会環境，規定要因，管理について，顧客本位のデータ管理と情報システムの基本

条件を，図を多用して論じている。

(3)政府統計における品質管理(1)（第１日：セッション８）合衆国センサス局での品質監

査（本資料報告５），カナダ統計局における品質管理評価（本資料報告６）と中国香港のセ

ンサス･統計部の品質保証評価,ノルウェーの政府統計の体系的品質作業が報告されている。

このうち，①合衆国センサス局報告（本資料：報告５）は，第三者評価を－部に受けてい

るが特に2000年代に始めている３タイプの内部監査について狙い，評価者，現状等をと

りあげている。第一は，ＥＰＤ(経済プログラム部門)の管理者からなる品質監査の常設グル

ープが部門内について行っている監査（品質監査）であり，自己評価チュックリストを用

意して監査し，改善案に及ぶ。第二は，評価基準についての検討をガイドラインの遵守の

成果と欠如に照らして進める（評価監査)。第三は，（品質保証監査）であり，基準に沿っ

ているか否かを認定して管理者に報告する。この三つの監査の相互関係とセンサス局全体

の監査との関係等の説明は明確ではないが，特に２０００年代以降センサス局が多様な評価

ないしは監査に取り組んでいることがわかる。

②カナダ統計局（本資料報告６）では，カナダ統計局における品質の取り上げの経過を

示し，１９９７年の品質枠組みが用意され，各部署が４年毎の品質報告書を提出することに

なり，利用者に対するデータ出所，方法とデータ品質に関して構築されたメタデータデー
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･

タベースの有用性を指摘している。その上でカナダ統計局が品質管理評価（ＱＭＡ）に取り

組むことになり，このための論議一品質評価の調査，継続的な品質改善との連携，そして

戦略の選択肢と選択一を示し，２００７年にかけての着手を展望している。

③香港センサス統計局では２００２年に品質保証評価に２つの独立した評価チーム（個別

統計システム内での自己評価チーム，と第三者として深い検討を行う独立した評価チーム）

制度がつくられて，作業が進行中であること，長期的には最善の実践に関するデータベー

スと個別統計システムで達成された品質レベルを質的・丘的に評価することを促進する品

質保証枠組みを開発することが目標であるという。

④訳出しなかったが，ノルウェーのHansViggoSaboの報告「政府統計における体系的

品質作業一理論と実践」は，要点をついた明確な報告である。ヨーロッパと世界における

品質活動を簡潔に振り返って，統計生産における独立性や高潔性の原理はかなり追求され

るが，すべての生産物と過程を改善する品質作業・管理は大きな挑戦課題であるという。

体系的品質作業の原理は，利用者本位，過程本位，文書化とデータ，すべての参加，管理

と継続性，であるといい，ヨーロッパ統計システムとノルウェー統計局，開発途上国の経

過と状況をふりかえり，理論と実践の間のギャップとして以下の領域をあげている。すな

わち，「(i)自己評価は必ずしも真実を語らない，語られていることは多くの場合，幾らか

楽観的である。（ii)体系的品質作業は必ずしも十分に体系的ではない(iii)監視，管理，追跡

のための(重要な)過程の変数を確認し，測定することは，難しい｡（iv)ＣＢＭ(現在の最善の

方法)が存在していたとしても，よくは知られておらず，これに従うことは少ない。（v)品

質機関（調整者および促進者）は多くの場合に十分性を欠く。（vi)直接的に統計を見つけ

出すことのない（すなわち，一般大衆）利用者のニーズは，無視される傾向がある。（vii）

新しい統計の発展は品質保証および文書化の費用に基づいてその優先度を与えられる｡」

これらに対する手段の例としては「(i)自己評価は外部評価者によって追跡される。（ii）

最も重要な活動とプロジェクトには，品質推進者から優先度を与えられる。（iii)最も重要

な活動とプロジェクトに関する重要な過程の変数を認定し測定することに多くの圧力がお

かれるべきである。（iv)ＯＢＭの利用を促進し確実にする活動が遂行されるべきである。（v）

品質機関はトップマネジメントとつながっており，十分に高い機関レベルの者から構成さ

れているべきである。（vi)注意はすべての利用者に対して払われるべきである｡異なる利

用者の問題と，品質対新発展をバランスする必要は，統計に資金を供与する機関と討議さ

れるべきである。」その上で，訓練，継続性と管理やリーダーシっプ等の重要性が語られて

いる。

(4)品質報告(1)（第１日：セッション１６）ここでは英国，イタリア，ドイツおよびハンガ

リーからの品質報告の経験が報告された。①英国の報告は，ＯＮＳ内で品質報告の試験分野

として選ばれた国民勘定について，２００２年のＯＮＳ国家統計実践規約,２００４年のＯＮＳの

品質管理プロトコールに従い，品質測定・報告（ＱＭ＆Ｒ:QualityMesurement＆

Reporting）プロジェクトによって遂行されている作業を報告した。この報告によれば，
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品質報告書には，要約品質報告（SRQ)，基本的品質情報(BQI)，全文品質報告(FQR)があ

るとして各々の特徴を述べ，２００５年６月に公表されたＧＤＰのＳＲＱとＢＱＩ(その後，労働

市場，国際収支に関しての報告がある)の経過を示した。②イタリアの報告は，基準的品質

指標（ＳＱＩｓ：StandardQualityIndicators）を用意して，利用者の便宜に共使用とする試

みである。とはいえ，ここでの計算は利用者にとって明瞭とは見えない。③ドイツ連邦銀

行の国際収支統計の品質報告は，ＩＭＦのデータ品質評価枠組みに沿って行われたこと，旅

費支出の計算に関して，報告調査や家計調査から正確なデータを確保する問題等がとりあ

げられている。④ハンガリーからの報告はiEurostatの標準品質指標にそって，ハンガリ

ーのすべての統計分野にこの指標を持ち込もうとする企画であり，その過程で生じた問題

を示し，解決策を探っている。

(5)統計システムにおける品質（第２日：セッション１招待セッション）最初の報告は，

ヨーロッパ統計実践規約について，この規約に深く関わったＭ・Hah、とＨ､Lindenの最初

の報告にだけふれる。この報告は，Ｑ2006サテライト会議からとして本資料報告１１に訳

出した内容とかなり重複しており，さらに，ヨーロッパ統計実践規約の条項に書いてある

ことの紹介である。もちろん，Q2006はこのヨーロッパ統計実践規約が制定された後のは

じめての品質介護であるから，この報告がQ2006とＱ2006サテライト会議の両方に配置

されても不思議はない。この報告の最後に今後において，利用者の確認のためにヨーロッ

パ統計にラベルづけをすることがでてくること，しかし，これを行うタイミングや概念化

等で論議を要するという言い方をしている。

（６）品質におけるヨーロッパの指導性（ＬＥＧ）（第２日：セッション８）ＬＥＧの指示に関

するセッションである。ＬＥＧの指示の多くがその後ヨーロッパ統計実践要綱に吸収されて

その実施が当面の注目点になっているが，ＬＥＧの指示には他の問題もあった。ブルガリア

の報告は，ブルガリアでの実践規約などをふまえて国家独自の統計戦略の中にＬＥＧの勧

告を取り入れて実施中であり，ＬＥＧ勧告中の満たしたもの，部分的に満たしたもの，そし

て満たしていないものごとの次のステップをあげている。イタリアからの報告はＬＥＧの

「統計生産に関して勧告された実践を発展させるべき・・・」との勧告に関わって，調査

票の開発・テストの実践勧告プロジェクト（ＲＰｓｆｂｒＱＤＥＴ）をたちあげ，ハンドブック

を書き，調査･テストを進めつつあることを報告している。

(7)利用者/生産者の対話（第２日：セッション１０）独自のセッションが設定されたが，

対話の経験あるいはその成果についての報告ではなく〆多様な統計利用者に適合的な統計

を見出すために，利用者種類と統計種類を組み合わせてモデル化しようとする報告と，統

計結果についての一般的利用者の感じ方等を論じるエッセイが提出されている。

(8)その他としては，メタデータ・データベースの構築をふくめてメタデータ論，調査の品

質，サンプリング論等，報告は品質に関わる個別手法･問題にわたって多様にわたる。その

うち，第２日の閉会セッションでニュージーランドのＬｅｎＯｏｏｋの報告「立法，実践規約

と統計の品質」は，政治ｿ議会と統計の専門性重視といった諸環境を包括的に検討した，
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統計立法が品質において重要な役割を果たすが，利用者の関与，透明性や測定可能性の判断等を

代替するものではない等の幾つかの指摘をしている。この会議においての重要報告の一つとも考

えうるが，ここでは立ち入らない。

３Ｑ2006サテライト「国際統計機関のデータ品質に関する会議」

3.1会議の概略

この会議はQ2006に続いて，翌日の２７．２８日にニューポートに場所を変えて，プログラム委員

会８名（欧州中央銀行，Eurostat,FAO,ILO,ＯＥＣＤ,ＯＮＳ，ＵＮＥＯＥ

ＵＮＳＤ<国連統計部＞）と機関ごとの参加が３２名（ABS:１，BIS:1,CBS＜イスラエル中央銀行＞:l，

欧州中央銀:2,Eurostat:2,EUSTAT2,FAO:1,ＩＬＯ:１，１ＭF:l,NSOMalta:１，ＯＥＣＤ:2,ＯＮＳ:7，

フィンランド：１，ニュージーランド：１，スウェーデンの各統計局：１，ＵＮＥＳＣＯ:1,ＵＮＩＤＯ:Ｌ

ＵＮＳＤ：１，世界銀行；２，WblshAssemblyGovemment(ＵＫ):１，とStatisticalConsultingPty

Ltd：１）で行われた。会議の予告を（本資料7-1）に，会議終了後のプログラム等と要約を(本資

料7-2)に翻訳収録した。改めて簡略化した概要表を表２として示そう。

表２国際機関のデータの品質に関する会議（Ｑ2006サテライト会議）

lｉ

３

|￣
｢￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

３，

．－’
４

５

－１３１－

Session アーーマ 報告数報告書所属

歓迎の辞 ３ Eurostat,ＯＮＳ,ＵＮＳＤ， ９:００．９:３０

過去の会議の概観：内容，めざされた方向および

見られた前進

１ EGiovanmni（OECD） ９３０．１０００

１ 国際機関で遂行される統計活動を評価し,改善す

るための品質保証枠組み

３ Eurostat,IMEStatisticalCo

nsultingPtyLtd

10.00.11.30

２ 種々の国際機関が発表するデータの一貫性 ５ ＢＩＳ,ＥＯＢ,ＵＮＳＤ,Eurostat，

ＯＥＣＤ

11.30-1300

３ 現在の最善の実践，最低限の基準，および最善の

実践の収集，管理および配布

３ ＵＮＳＤ，ＵＮＥＳＣＯ,IＬＯ 1４３０－１６．００

４ 同業者評価の方法論 ４ mlECBS,Eurosta,フインラ

ンド統計局

16.30.18.00

５ データ提供者からの品質メタデータの収集と統

計の品質に関して利用者に伝達する道具と実践

５ FAO,Eurostat,ＩＭＥＩＬＯ:２ 9.00.10.30

６ パネルディスカッション:統計情報のラベリング ＵＮＥＣＥ,ニュージーランド

統計局，スウェーデン統計
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岸
3.2主要な報告

この会議の報告を訳出した報告を中心に内容をとりあげてみる。

(1)ＯＥＣＤの統計局長Giovanniniの報告「2004年会議以降の前進と今後」のタイトル

で基調的報告をした（本資料：８）。Giovanniniは２００４年会議でも基本になる報告をし

ており，ＯＥＣＤをひきいて国際統計界の指導者の１人といえる。報告は，２００４年サテラ

イト会議での主要な柱を,(i)国際統計機関が遂行する統計活動を評価し，改善するための品

質枠組み,(ii)同じ主題について種々の国際機関が公表するデータの整合性,（iii)データとメ

タデータの収集）管理，配布のための道具と政策，（iv)データの品質を確保するための国

際協力の将来方向，にまとめ，それぞれでその後の方向が語られたとまとめる。そして，

2004年以後の前進を振り返り，今後に向けての方向を提起している。

①今後の原理ノガバナンスとして，（i)ＣＯＳＡの公開ウエプによって国際機関からの諸報告

が公開されるようにする，（ii)報告と遠隔からの更新手続きのため壜の共通テンプレート/フ

ォーマットを開発する,(iii)マーケッティングの必要(新聞発表等),(iV)ＣＯＳＡを前進させ，

国際機関のトップマネジャーや外部世界に対して強い権限を持つべき，（v)2008年国連統

計委員会への報告。②技術的インフラストラクチュアノＳＤＭＸに関わって,(i)国際機関の問

でのデータの共有が拡大されるべき。データ構造を開発するために，より多くの共同ハブ

(ＭＤＧｓ，教育，国民勘定，他）とＩＳＷＧｓへの指令が必要.(ii)国際統計制度のための共通

の道具（用語辞典，知識ベース，他）のネットワークの企画一ＯＥＣＤの用語辞典，

StatWOrks,MetaStore，他.;GeneraliseFAOの国別統計アプローチ,特に開発途上国向け，

の一般化；データベースの配布と統合に向けたDevInfO，（iii)ＵＮＳＯによる２００８年の：

基準してのＳＤＭＸの採用，をあげる。③品質に関わって，（i)タスクフォースの作業の迅

速化,(ii)国際機関向けの品質についての知識ベースの樹立，（iii)国際データ配布基準

（InternationalDataDisseminationStandardsIIDDS)の開発,(iv)品質の高い国際統計

に「ラベルをつける“labelling''」という考えを一層発展させる，（v)ＣＯＳＡの支援の下で

の同業者評価（ピーア・レビュー）の実験，をあげる。

全体として，国際統計と各国の品質に関わるこの間の動向をみての包括的な方向の提示

であるとみうるだろう。

(2)品質枠組み（セッション１）品質枠組みは多方面から提起され，相互関係が各国でま

た国際的に検討されてきた。Ｑ2004年会議もその場を提供した。そして関心は，これら幾

つかの品質枠組みが当然のことながら多くの共通性を持っており。そこで関心は，これら

の品質枠組みを収敞させることが可能かに向かっている。MichaelColledeの「品質枠組

み－実施と影響」（本資料：９)は，OEODEurostat，ＩＭＦや若干の国の品質枠組みを比較

参照している。品質枠組みが持つ意味について包括的かつ平易に論じた報告である。品質
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枠組みを構成する要因･次元，利害関係者，さらには統計品質への影響，費用や便益等を広

い角度から検討し，品質枠組みの有用性は明らかで，品質枠組みを開発する過程自体が利

器をもたらすとみながら，枠組みを収敞させるか少数の枠組みにすることに関しては，共

通の枠組みを使用することによる負担の減少や相互理解の深まりなど多くの便益をもたら

すが，目的，範囲，利用者の点では制約があることも認識されるべきである，としている。

(3)報告「グローバルな統計システムを構築する際の最良の実践の役割」（セッション３）

セッション自体は，「現時点での最良の方法,最低基準，最良の方法についての収集・管理・

普及」である。統計の品質を向上させるうえで，基準を守り，優れた実践に関して知識を

交換･共有することは不可欠の方法となっている。SSchweinfest（国連統計部）報告は，

これらの諸基準等の用語には驚くほどの蘂不明確さがあることを指摘し，収集に当たっての

困難を指摘し，これらの普及の目的を問い，国連統計部における貿易統計，貧困統計と組

織改革の例において実際経験を示している。その上で国連加盟国の情報の30-40％が利用

可能である，回答の率と質を高めるには直接的な意思疎通が決定的，労働集約的作業の持

続が必要などを指摘し，論議すべき点として，最良の実践の他の収集例はあるか？この

作業の費用便益は？収集努力はどの状況で最も有益か？この収集は国々の収敏を促す

道具であることに同意するか？をかかげている。この報告は，この分野の論議へのひと

つの整理といえる。

(4)同僚評価の方法論（セッション４）本資料では，ヨーロッパ統計実践規約に基づく評

価作業の推進もあることであり，４つの報告から特に２つを選んだ(本資料11,12)。

EurostatのMartinaHahnの報告は，ヨーロッパ統計実践規約における同業者評価の概略

を，Eurostatが用意した一連の文書や調査票等にそって説明したものである。

フィンランド統計局のHikkaVihavainenは同業者評価をより広い歴史的経過の中に位

置づけて，ヨーロッパ統計実践規約の開始による同業者評価の手続きの説明，これの成功

の条件などを示し，レビューされた機関と国際統計にとっての意義を論じ，パフォーマン

スに関する指標が開発されるべきことを指摘している。

(5)その他「種々の国際機関が発表するデータの一貫性」(セッション２）というテーマ

は，国際統計の利用者が昔からそして常に遭遇する問題であって，国際統計データの品質

における固有の大きな問題である。既にＱ2004サテライト会議をとりあげた本研究参考資

料No.８９で，人間開発報告にかかわってＵＮＤＰから，また世界の貧困統計にかかわって

世界銀行の報告を訳出してある。この会議では一貫性を高める方法として諸機関の間での

メタデータやデータの共有･共同アクセス，ＳＤＭＸの問題がクローズアップされている。

非常に関心が深い問題であるが今回は立ち入らなかった。

関連して「データ供給者からの品質メタデータの収集および統計の品質を利用者に伝え

るための道具と実践」（セッション５)では,FAOEurostat，ＩＭＦおよびＩＬＯからの２つの

報告があった。統計データの品質に関わるメタデータの収集，貯蔵あるいはデータベース

化および配布，｜ま，統計品質向上の有力な手段として，かなりの時期にわたっての論議で
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ある。近く取り上げられる必要がある問題である。

以上をふくめてのQ2OO6サテライト会議の全体とまとめについてはEuroStatによる要

約が本資料の７．２に掲載してあるので参照されたい。

４終わりに

世界の統計活動の経験を交換し、個別問題に関しては専門機関その他との分担の下に、

国際的ならびに各国の統計問題を検討する、いわば国際的統計の中心的会議体である国連

統計委員会は、本２００７年２月２７日から３月２日までの第３８会期に、創設６０周年を迎

え､『国連統計委員会一世界統計システムを構築する上での指導性と専門性の６０年1947

2007年」を同じく国連統計部は『国連統計部の主要な作業領域での歴史的ノートと達成』

を出版し、２月２３日の「国家統計システムの発展、として統計委員会６０周年を記念する

セミナー、２月２６日の「統計委員会と世界統計システムーその前途」と題するハイレベ

ル･フォーラム9を中心にいくつかの記念行事が行われている。

このうちのハイレベル･フォーラムでカナダの主任統計官の１.EFellegiは国連統計シス

テムを中心とする国際統計の成果と弱点(ＳＮＡを除いては機関を超えての調整単位ないし

力の不足、社会統計での発展の不足、統計能力構築での立ち遅れ等）を指摘し今後に向け

て突っ込んだ論議をしており１０、Eurostat局長のHerveCarreはヨーロッパ統計実践規約

その他のヨーロッパにおける新しい試みを示しながら統計委員会の貢献とともに、

Eurostatの世界統計への貢献者であることを指摘している'1.

現実世界での課題とその変化、ＩＣＴ活用の広がりの中での統計へのニーズの拡大、そし

て統計能力構築における格差をもつ諸問題に対応して国際的統計界の結集と各国統計間の

交流そして、基準設定への動きは加速している。その中の重要な柱の１つが「統計の品質

論」であり、世界と各国の統計の現在と今後の在り方を、統計品質論ぬきにはすでに語れ

なくなっている。

折から日本の政府統計領域において６０年来の大きな改革が進められている。この改革

論議とその実践･具体化の中で､品質枠組みと品質構成要素論議に関してはヤマを超えて、

全体として各政策・計画を実施に移しつつある国際的な統計品質論から吸収すべき諸点は

多くあるように思われる。

９国運統計部のウエプサイトのトップページ殻、これらの文書を参照できる。

'０ＬＰ・Fellegi(2007）
l1HerveCarre(2007）
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付録国際統計活動の支配原則（仮訳）

国際政府統計において活動している国際機関は

政府統計は持続可能な経済的，環境的，社会的開発にとって不可欠であること，政府統

計への公衆の信頼は「統計家の専門的独立性と不偏`性，彼らによる科学的で透明な方法

の使用，そして統計情報へのすべての者の同等なアクセスに基づいていることを念頭に

おき，国連機関と関連機関の主任統計官ないしはその活動の調整者は，以下の諸原則の

実施が国際統計システムの機能を強化することに同意した。

この際に，彼らはこれらの諸原則が2005年９月１４日に統計活動調整委員会（CCSA）に

よって支持されたことに留意し，さらに，国連統計委員会による1994年４月11-15日の特

別会期における「政府統計の基本原則」の採択と,1999年３月1-5日の第30会期における

「統計における技術協力での優れた実践の宣言」の採択を想起している。

１）すべての者が等しくアクセス可能な高い品質の国際統計は，世界情報システムの重要

な要素である。

優良な実践には以下のものがある

・関連する機関の内部と外部の双方の主要な利用者のニーズが満たされていることを確

かめるための，彼らとの定期的協議を開くこと

．、統計活動プログラムは，その適合性を確保するための定期的評価

・不偏`性に基づく国際統計の編集と配布

・すべての利用者への統計への等しいアクセスの提供

・主要統計への公衆の無料でのアクセスの確保

２）国際統計への信頼を維持するために，その生産は不偏性を持ち，最高の専門的基準

に厳密に基づいたものであるべきである。

優良な実践には以下のものがある

・方法，用語およびデータの提示に関する決定のための厳密に専門的な検討の使用

・専門的実施規約の開発と使用

．統計出版物における，一方で統計的ｑ分析的コメントと，他方での政策に向けてのお

よび主唱的なコメントとを明確に区分すること

３）公衆は，機関の統計活動についての権限について通知されている権利を持つ。

優良な実践には以下のものがある
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・統計活動計画に関する決定を公衆が入手可能にする

・統計的会合に向けての文書と報告は公衆が入手可能にする

４）国際統計の生産において用いられる概念，定義，出所，方法および手続きは専門的

科学的基準にかない，利用者に透明なものとされる。

優良な実践には以下のものがある

・統計の品質と透明性を管理し改善するために，方法論的改善とシステムの導入を継続

的に狙うこと

・スタッフを激励して，訓練課程に参加し，分析作業を行い，科学的論文を発表させ，

セミナーや会議に参加させることによるスタッフの専門的レベルの強化

・使用されている概念，定義，分類およびデータ収集と処理の手続き，および遂行され

た品質評価を文書化し，それらを公衆がアクセス可能とする

・国別データに適用される編集機構をふくめて，データの収集，処理および配布の仕方

の文書化

・国際統計の配布の際には，オリジナルの出所に敬意を払い，最初は他のものによって

収集されたデータを再利用するときには，合意されている引用の基準を使うこと

・公式に合意された基準を公衆が入手可能とする

５）適時性と品質の他の側面を確保し，:費用効率的で，データ提供者の報告負担を最小

にするために，適切なデータ源と方法を適切に選ぶべきである。

優良な実践には以下のものがある

・国別のデータ提供の促進

・国際統計の適時性の改善に関する体系的作業

・データ提供者への負担を最小限にするための統計プログラムの定期的評価

・他の機関との収集したデータの共有と適切な場合には共同のデータ収集

・データ収集計画をふくめて，統計プログラムの総合的提示に貢献して，空白や重複を

明確に可視的にすること

・国家統計機関や政府統計のための他の国家機関が，国別データの収集の際に「政府統

計の基本原則」の適用について十分に従い主唱することを確かにすること

６）自然人であれ法的単位であれ，各国の秘匿性規則に従う小さな集計数についてであ

れ，収集された個別的データは，厳密に秘匿され，統計目的および法律によって権限を

与えられている目的にのみ使用される。
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優良な実践には以下のものがある

・個人，世帯，企業および他の個別的回答者のデータの直接的あるいは間接的な開示を

防止する手段の整備

・秘匿性という要請を維持しながら，誠意ある研究者による一層の分析のために匿名マ

イクロデータセットを提供する方法と手続きを記した枠組みの開発

７）統計の誤った解釈及び誤用は直ちに適切に取り上げられる

優良な実践には以下のものがある

・気がついた統計の誤った解釈および誤用に対応すること

・重要な利用者グループのための教材の開発によって，統計の利用を強化すること

８）国別および国際的な統計にとって適切な標準を，一方で実際的効用と実行可能性の

テストに見合う形で，専門的に堅固な基礎の上に開発するべきである。

優良な実践には以下のものがある

・方法，標準，優れた実践の開発と普及をふくめて，国際的統計プログラムの開発に，

各国の:統計機関や他の体系的の関与

・そういった基準の決定は，利害の衝突とは無関係であり，そうなっていると感じられ

るようにすること

・国際基準の実施の問題での諸国への助言

・合意された基準の実施の監視

９）国際統計プログラムの調整は，国際統計の品質,一貫性およびガバナンスを強化し，

作業の重複を避けるために不可欠である。

優良な実践には以下のものがある

・その機関の統計活動を調整し，国際的統計会議においてその機関を代表するひとつの

機関をふくめて，統計プログラムを実施する－つあるいはそれ以上の統計機関の指定

.必要な場合に，国際統計会議，二国間および多国間協議への参ｶロ

・共通の概念，分類および基準と方法についての合意に向けての体系的な作業

・統計の重要な集合の各々にとって権威あると考えられる系列についての合意に向けて

の体系的な作業

・努力の重複を避け，相互補完や相乗効果を促進するために，援助者の間および国家統

計システム内の異なる機関の間での技術協力活動の調整
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１０）統計における二国間および多国間の協力は，関係する統計家の専門的成長と諸機関
〆

及び各国での統計の改善に貢献する。

優良な実践には以下のものがある

・国別および地域の統計システムの発展を促すために，国際機関の間と諸国および地域

との協力と知識の共有

・協力プロジェクトを利用者の要求に基づかせること，主な利害関係者の完全な参加の

促進，地域的諸環境と統計発展の段階の配慮

・受け手である国家統計システムと政府が指導力を発揮するように力量をつけること

・諸国において政府統計の基本原則の実施を唱導すること

・協力プロジェクトを，政府統計の国別発展のための均衡ある全体的戦略的枠組みの中

に位置づけること
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